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ド
イ
ツ
で
は
若
者
の
学
校
か
ら
職

業
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
伝
統
的
に

職
業
訓
練
を
重
視
し
て
き
た
。
と
く

に
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
職
業

訓
練
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
当
該
訓
練
に
つ
い
て
は
近
年
、

人
材
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
職
種
へ
の

参
加
を
促
す
取
り
組
み
や
、
訓
練
時

の
超
過
勤
務
に
関
す
る
改
善
要
請
、

企
業
と
若
者
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
問
題

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に

そ
の
現
状
を
紹
介
す
る
。

中
核
を
担
う
デ
ュ
ア
ル
職
業
訓
練

　

デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
職
業

訓
練
は
、
ド
イ
ツ
で
も
っ
と
も
人
気

が
高
い
訓
練
で
あ
る
。
実
務
と
座
学

を
並
行
し
て
行
う
二
元
的
（
デ
ュ
ア

ル
）
な
制
度
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

約
三
五
〇
あ
る
公
認
訓
練
職
種
は
、

販
売
や
事
務
か
ら
技
術
系
ま
で
幅
広

い
。
訓
練
は
、
企
業
に
お
け
る
実
務

が
週
三
～
四
日
（
七
割
）、
職
業
学

校
に
お
け
る
座
学
が
週
一
～
二
日

（
三
割
）
と
、
実
務
の
比
重
が
大
き

い
。
企
業
と
訓
練
生
は
「
職
業
訓
練

契
約
」
を
締
結
し
、
期
間
中
は
訓
練

手
当
が
支
給
さ
れ
、
社
会
保
障
の
対

象
に
も
な
る
。
主
な
対
象
者
は
、
義

務
教
育
修
了
者
や
大
学
の
入
学
資
格

取
得
者
で
、
若
者
が
労
働
市
場
に
入

る
た
め
の
主
要
な
経
路
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
。
同
訓
練
へ
の
参
加
は

義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
実
際

に
若
者
の
過
半
数
が
訓
練
に
参
加
し

て
い
る
。

　

訓
練
内
容
は
法
律
で
規
定
さ
れ
て

お
り
、
期
間
は
職
種
や
受
講
生
が
保

有
す
る
資
格
に
よ
っ
て
二
年
～
三
年

半
と
な
っ
て
い
る
。
最
終
試
験
は
、

訓
練
分
野
の
実
習
と
理
論
に
関
す
る

筆
記
試
験
と
口
述
試
験
か
ら
成
り
、

管
轄
の
会
議
所
が
実
施
す
る
。

よ
り
若
い
層
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

図
表
１
、
２
は
、
二
〇
一
二
年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
締
結
さ
れ
た
新
規

の
デ
ュ
ア
ル
職
業
訓
練
契
約
（
計
五

三
・
七
万
件
）
の
う
ち
、
上
位
一
〇

の
職
種
を
男
女
別
に
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
約
三
五
〇
あ
る
訓
練
職
種
の

う
ち
、
上
位
一
〇
職
種
に
約
四
割
弱

（
男
性
）
か
ら
五
割
強
（
女
性
）
の

職
業
訓
練
契
約
が
集
中
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
女
性
は
営
業
補
助
や

小
売
り
な
ど
の
職
種
を
志
向
す
る
傾

向
が
み
ら
れ
、
男
性
は
自
動
車
や
産

業
機
械
な
ど
の
技
術
系
職
種
が
多
い
。

　

技
術
系
に
つ
い
て
は
、
将
来
的
な

人
材
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｔ

（
数
学
、
Ｉ
Ｔ
、
自
然
科
学
、
工
業

技
術
）
分
野
の
職
種
が
含
ま
れ
て
お

り
、
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
不
足

懸
念
職
種
へ
の
女
性
の
さ
ら
な
る
参

加
が
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
政
労
使
は
二
〇
〇
一

年
か
ら
技
術
系
職
種
や
理
工
研
究
分

野
へ
女
性
の
参
加
促
進
を
め
ざ
す

「
ガ
ー
ル
ズ
デ
イ
」
と
い
う
大
規
模

な
イ
ベ
ン
ト
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ガ
ー
ル
ズ
デ
イ
は
、
政
労
使
が
ア
ク

シ
ョ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
り
、
企
業
、

大
学
、
研
究
機
関
な
ど
の
職
業
（
訓

練
）・
研
究
紹
介
イ
ベ
ン
ト
に
、
若

い
女
性
（
主
に
小
中
高
校
生
）
を
招

待
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

約
一
五
〇
万
人
の
女
性
が
参
加
し
た
。

連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー（
Ｂ
Ａ
）

も
参
加
し
て
お
り
、
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
分
野

の
職
業
を
選
択
し
た
場
合
に
、
他
の

職
種
よ
り
も
キ
ャ
リ
ア
と
賃
金
の
展

望
が
高
い
点
な
ど
を
強
調
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
か
ら
は
「
ボ
ー
イ
ズ

デ
イ
」
も
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
よ
り
多
く
の
男
性
の
参
加
が
求

め
ら
れ
て
い
る
介
護
や
教
育
（
特
に

幼
児
教
育
）
分
野
の
職
業
紹
介
イ
ベ

ン
ト
に
若
い
男
性
（
主
に
小
中
高
校

生
）
を
招
待
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま

で
に
約
一
〇
万
人
の
男
性
が
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
し
た
。

訓
練
手
当
と
超
過
勤
務

　

ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）

が
二
〇
一
四
年
に
一
万
八
〇
〇
〇
人

の
デ
ュ
ア
ル
職
業
訓
練
生
を
対
象
に

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る

と
、
回
答
者
の
七
一
・
四
％
が
自
分

の
職
業
訓
練
に
「
非
常
に
満
足
」
ま

た
は
「
満
足
」
と
回
答
し
て
お
り
、

訓
練
参
加
者
の
満
足
度
は
高
い
。
た

だ
し
、
満
足
度
の
割
合
は
年
々
減
少

海
外
労
働
事
情

ド
イ
ツ

若
者
の
職
業
訓
練
を
め
ぐ
る
現
状

図表 1　新規の職業訓練契約（女性の上位 10 職種）
（2012–2013 年）

図表 2　 新規の職業訓練契約（男性の上位 10 職種）
（2012–2013 年）

職業訓練職種
新規職業訓練
契約締結数

全新規訓練契約数に
占める割合(%)

1. 営業補助 15,456 7.2

2. 小売店員 14,637 6.8

3. オフィス事務 13,854 6.4

4. 医療助手 13,692 6.4

5. 歯科助手 12,000 5.6

6. 産業系事務 11,385 5.3

7. 理容・美容師 10,008 4.7

8. 広報アシスタント 8,727 4.1

9. 食品手工業専門販売職 7,680 3.6

10. ホテル専門職 7,386 3.4

職業訓練職種
新規職業訓練
契約締結数

全新規訓練契約数に
占める割合(%)

1. 自動車工 18,594 5.9

2. 産業機械工 12,729 4.0

3. 小売店員 12,369 3.9

4. 電気設備工 11,688 3.7

5. 建築設備技術者 10,881 3.4

6. 営業補助 10,413 3.3

7. 情報技術者 9,843 3.1

8. 倉庫物流管理者 8,796 2.8

9. 卸売・貿易事務 8,775 2.8

10. 調理師 7,953 2.5

図表1－2：（注） 対象期間は、2012年10月1日～ 2013年9月30日の1年間。
資料出所：職業教育訓練研究機構（BIBB）
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傾
向
に
あ
り
（
前
年
比
一
・
四
ポ
イ

ン
ト
減
）、
二
〇
〇
九
年
時
の
満
足

度
は
七
五
・
五
％
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
職
業
訓
練
の
処
遇
に
つ
い

て
み
る
と
、
職
種
に
よ
っ
て
か
な
り

違
い
が
あ
る
。
製
造
業
や
銀
行
の
訓

練
生
は
実
習
三
年
目
で
平
均
し
て
月

九
〇
〇
ユ
ー
ロ
超
の
訓
練
手
当
を
得

て
い
た
が
、
理
容
師
の
訓
練
生
は
同

三
年
目
で
平
均
手
当
は
、
月
五
二
五

ユ
ー
ロ
と
な
っ
て
い
た
。

　

超
過
勤
務
に
つ
い
て
は
、
調
理
師

と
ホ
テ
ル
の
訓
練
生
の
六
割
強
が
、

定
期
的
な
時
間
外
労
働
を
し
て
い
た
。

Ｄ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
と
、
未
成
年
の
労
働

時
間
の
法
定
上
限
は
週
四
〇
時
間
で

あ
る
が
、
未
成
年
の
回
答
者
の
う
ち

一
三
％
が
週
四
〇
時
間
を
超
え
て
勤

務
し
て
い
た
。
さ
ら
に
回
答
者
の

五
％
が
職
業
理
論
を
学
ぶ
座
学
時
間

分
を
、
頻
繁
に
実
習
先
の
企
業
内
で

残
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
回
答

し
て
お
り
、
Ｄ
Ｇ
Ｂ
は
座
学
時
間
も

職
業
訓
練
時
間
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す

る
よ
う
法
律
で
明
文
化
す
べ
き
だ
と

要
求
し
て
い
る
。

空
席
と
進
路
未
定

　

ド
イ
ツ
商
工
会
議
所（
Ｄ
Ｉ
Ｈ
Ｋ
）

に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
時
点
で
、

関
連
の
職
業
訓
練
ポ
ス
ト
は
約
八
万

人
分
が
空
席
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
学

卒
者
の
人
数
自
体
が
前
年
よ
り
一
二

万
人
減
少
す
る
中
で
、
職
業
訓
練
を

希
望
せ
ず
に
大
学
進
学
を
希
望
す
る

若
者
は
増
加
し
続
け
て
お
り
、
二
〇

一
三
年
に
は
約
五
一
万
人
の
若
者
が

大
学
へ
進
学
し
た
。
そ
の
人
数
は
二

〇
年
前
と
比
較
し
て
約
二
倍
近
く
増

加
し
て
お
り
（
図
表
３
）、
結
果
と

し
て
二
社
に
一
社
の
企
業
が
職
業
ポ

ス
ト
を
埋
め
ら
れ
ず
に
苦
慮
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
企
業
は
、
大
学
中
退

者
や
短
時
間
労
働
で
し
か
職
業
訓
練

を
受
講
で
き
な
い
若
年
層
な
ど
、
新

た
な
応
募
者
層
も
開
拓
し
て
対
応
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
空
席
が
あ
る
一
方
で
、

連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー（
Ｂ
Ａ
）

に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
九
月
の
時

点
で
、
職
業
訓
練
ポ
ス
ト
を
求
め
て

も
進
路
未
定
と
な
っ
た
ま
ま
の
若
者

は
二
万
人
を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に

六
万
三
〇
〇
〇
人
は
、
職
業
訓
練
以

外
の
代
替
経
路
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
役

務（
１
）や
各
種
学
校
へ
の
進
学
）
を

得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
し
て

職
業
訓
練
ポ
ス
ト
を
探
し
続
け
て
お

り
、
訓
練
を
め
ぐ
る
若
者
と
企
業
の

ミ
ス
マ
ッ
チ
が
起
き
て
い
る
。

企
業
は
能
力
不
足
を
指
摘

　

ミ
ス
マ
ッ
チ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
が
考
え
ら
れ
る
が
、Ｄ
Ｉ
Ｈ
Ｋ
は

「
企
業
の
要
求
と
職
業
訓
練
生
が
保

有
す
る
社
会
的
能
力
の
乖
離
が
益
々

大
き
く
な
っ
て
い
る
の
が
要
因
」と

し
て
い
る
。

　

企
業
側
と
し
て
は
、
訓
練
ポ
ス
ト

の
空
き
を
埋
め
る
の
は
誰
で
も
良
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
訓
練
生
に

求
め
る
知
識
、
技
能
、
意
識
を
有
し

た
若
者
が
み
つ
か
ら
な
い
の
が
現
状

の
よ
う
で
あ
る
。

　

若
者
の
「
知
識
や
技
能
」
が
不
足

し
て
い
る
場
合
に
は
、
多
く
の
場
合
、

企
業
で
の
補
習
等
に
よ
っ
て

補
う
こ
と
が
で
き
る
が
、「
規

律
、
忍
耐
力
、
労
働
意
欲
」

と
い
っ
た
意
識
面
が
不
足
し

て
い
る
場
合
に
は
、
企
業
実

習
で
こ
れ
を
補
う
こ
と
は
難

し
い
と
さ
れ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｈ
Ｋ

に
よ
る
と
、
訓
練
実
施
企
業

の
五
四
％
が
若
者
の
労
働
意

欲
不
足
を
、
四
六
％
が
忍
耐

力
不
足
を
、
四
五
％
が
規
律

不
足
を
報
告
し
て
い
る
。

　

な
お
、
Ｂ
Ａ
に
よ
る
と
、

締
結
さ
れ
た
職
業
訓
練
契
約

の
二
割
強
が
修
了
せ
ず
に
途

中
で
解
消
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
主
な
理
由
と
し
て
は
、
選

択
し
た
職
業
訓
練
が
、
当
該

訓
練
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
異

な
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
企
業
と
訓

練
生
が
合
わ
な
か
っ
た
等
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

訓
練
生
の
不
安
定
な
立
場

　

他
方
で
、
訓
練
生
の
立
場
か
ら
は
、

訓
練
後
の
採
用
保
障
が
な
い
点
や
長

期
間
に
わ
た
り
薄
給
で
多
く
の
業
務

を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
等

に
つ
い
て
不
満
の
声
が
上
が
る
。
ド

イ
ツ
で
は
、
こ
う
し
た
若
者
の
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
生
活
感
を
表
す
「
実
習
世

代
（G

eneration P
raktikum

）」
や
、

「
不
安
定
世
代
（G

eneration 
P

rekär

）」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ

て
い
る
。

　

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
一
月
一
日
か

ら
全
国
一
律
の
法
定
最
低
賃
金（
八
・

五
ユ
ー
ロ
／
時
間
）
が
導
入
さ
れ
た

が
、
デ
ュ
ア
ル
職
業
訓
練
生
は
最
低

賃
金
の
適
用
対
象
外
で
あ
る
。
大
学

生
の
実
習
ポ
ス
ト
は
、
一
部
適
用
さ

れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
使
用

者
団
体
連
盟
（
Ｄ
Ｂ
Ａ
）
が
実
施
し

た
昨
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
企
業
の

二
社
に
一
社
は
当
該
ポ
ス
ト
を
今
後

削
減
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
労

働
組
合
か
ら
は
、
訓
練
生
や
実
習
生

を
安
価
な
労
働
力
と
し
て
利
用
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
の

声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

職
業
訓
練
を
通
じ
た
若
者
支
援

　

以
上
、
若
者
の
職
業
訓
練
を
め
ぐ

る
現
状
を
み
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
職
業
訓
練
、
と
く
に
デ
ュ
ア
ル
職

業
訓
練
の
存
在
感
は
非
常
に
大
き
い
。

今
後
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
材
不

足
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
若
者
の
職

種
選
択
や
職
業
訓
練
の
在
り
方
は
重

要
性
を
増
し
て
お
り
、
政
府
は
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン

シ
ー
（
Ｂ
Ａ
）
と
連
邦
労
働
社
会
省

（
Ｂ
Ｍ
Ａ
Ｓ
）が
共
同
で
行
っ
て
い
る

「（
職
業
訓
練
）
教
育
は
も
の
に
な

る
（A

usB
IL

D
U

N
G

 w
ird w

as

）

（
２
）」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で

に
「
デ
ュ
ア
ル
職
業
訓
練
資
格
を
持

た
な
い
若
者
」
に
対
し
て
、
資
格
の

取
得
に
向
け
た
職
業
訓
練
の
開
始
を

促
す
大
規
模
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実

施
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
政
労
使
の
三
者
は
、
二
〇

一
四
年
一
二
月
に
「
職
業
訓
練
協
定

（A
usbildungspakt

）」
を
締
結
し
、

「
二
〇
一
五
年
は
前
年
比
約
二
万
人

分
増
の
職
業
訓
練
ポ
ス
ト
を
若
者
に

提
供
す
る
」
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

決
め
を
交
わ
し
て
い
る
。

［
注
］

１　

ド
イ
ツ
で
は
、
若
者
が
福
祉
施
設
等

で
行
う
社
会
奉
仕（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）活

動
を
助
成
す
る
制
度
が
法
律（Jugendfrei

w
illigendienstegesetz

）
で
定
め
ら
れ
て

い
る
。
同
法
律
で
助
成
さ
れ
る
原
則
一

年
間
の
社
会
奉
仕
活
動
を
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
役
務
（Freiw

illigendienst

）」
と
呼
ぶ
。

２　
「A

usB
ILD

U
N

G
 w

ird w
as

」
は
、“A

us 
B

ildung w
ird w

as

（
教
育
は
も
の
に
な

る
）”

と
、A

usbildung

（
職
業
訓
練
）

が
掛
詞
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

B
M

A
S

 (12.12.2014), F
rankfurter 

A
llgem

eine ( 04.09.2014, 21.08.2014, 
05.09.2014), European O

bservatory of 
W

orking Life (16 D
ec. 2014).

（
国
際
研
究
部
）

図表 3　職業訓練と高等教育の受講者数の推移（1994-2013年）

（注） 欧州29カ国の教育相によって採択された1999年のボローニャ宣言以降、高
等教育への進学が増加。

資料出所：職業教育訓練研究機構（BIBB）
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フ
ラ
ン
ス
の
職
業
訓
練
制
度
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
従
来
の
「
職
業
訓
練

を
受
け
る
個
人
の
権
利（
Ｄ
Ｉ
Ｆ
）」

（
１
）に
代
わ
り
、一
月
一
日
か
ら
「
職

業
訓
練
個
人
口
座
（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
）」（
２
）

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
レ

プ
サ
メ
ン
労
働
相
に
よ
る
と
、
施
行

後
二
日
間
で
二
万
七
五
〇
〇
人
が
従

来
の
Ｄ
Ｉ
Ｆ
か
ら
Ｃ
Ｐ
Ｆ
へ
切
り
替

え
手
続
き
を
行
い
、
制
度
を
有
効
に

利
用
で
き
る
状
態
に
な
っ
た（
３
）。

雇
用
安
定
化
法
の
一
環
と
し

て
の
職
業
訓
練
政
策
の
実
施

　

二
〇
一
三
年
六
月
に
成
立
し
た
雇

用
安
定
化
法（
４
）は
、
労
働
者
の
権

利
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
の

柔
軟
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
同
年
一
月
一
一
日
の
労
使
合
意
の

内
容
を
法
制
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
に
は
、
短
期
の
有
期
雇
用

契
約
（
Ｃ
Ｄ
Ｄ
：C

ontrat de 
travail à D

urée D
éterm

inée

）

の
乱
用
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て

短
期
間
の
雇
用
契
約
を
対
象
と
し
て

失
業
保
険
の
使
用
者
負
担
分
の
保
険

料
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
や
、
短
時

間
労
働
に
よ
る
低
収
入
を
防
ぐ
た
め

に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
最
低
労
働
時

間
を
原
則
と
し
て
週
二
四
時
間
を
下

回
ら
な
い
と
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

た
。
そ
う
し
た
労
働
者
保
護
的
な
政

策
に
対
し
て
、
経
営
が
悪
化
し
た
企

業
に
お
い
て
、
賃
金
の
引
き
下
げ
や

労
働
時
間
の
延
長
、
配
置
転
換
を
容

易
に
行
え
る
措
置
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
の
他
に
、「
職
業
訓
練
を
受
け

る
権
利
の
時
間
数
を
蓄
積
す
る
個
人

口
座
制
度
」（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
）
を
導
入
す
る

こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
Ｃ
Ｐ

Ｆ
が
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
さ
れ
た（
５
）。

公
的
機
関
に
よ
る
費
用
負
担
に

　

Ｃ
Ｐ
Ｆ
は
、
民
間
部
門
に
お
け
る

就
業
者
に
、
職
業
訓
練
受
講
可
能
時

間
（
権
利
）
を
付
与
す
る
も
の
で
、

従
来
か
ら
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｆ
に
代
替
す
る

制
度
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
Ｐ
Ｆ
に
職
業

訓
練
受
講
可
能
時
間
を
持
つ
者
は
、

職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
職
業
訓
練
に
か
か
る
費
用
は
、

公
的
労
使
共
同
徴
収
機
関
（
Ｏ
Ｐ
Ｃ

Ａ
）
が
負
担
す
る（
６
）。

　

Ｃ
Ｐ
Ｆ
は
、
一
六
歳
以
上
の
労
働

者
全
員（
７
）に
自
動
的
に
開
設
さ
れ

（
８
）、
完
全
引
退
ま
で
保
有
し
続
け

る
こ
と
に
な
る（
９
）。
ま
た
、
Ｃ
Ｐ

Ｆ
は
労
働
者
本
人
に
帰
属
し
、
転
職

し
た
り
失
業
者
と
な
っ
て
も
保
持
さ

れ
、
就
業
者
お
よ
び
求
職
者
全
員
が
、

就
労
の
意
思
が
あ
る
限
り
職
業
訓
練

を
受
講
す
る
権
利
（
時
間
）
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
。

　

民
間
部
門
の
雇
用
労
働
者
と
し
て

就
労
し
た
場
合
、
Ｃ
Ｐ
Ｆ
に
職
業
訓

練
受
講
可
能
時
間
が
蓄
積
さ
れ
る

（
10
）。
出
産
、
育
児
、
養
子
受
け
入
れ
、

労
災
・
職
業
病
な
ど
を
理
由
に
休
暇

を
取
得
し
て
い
る
期
間
も
、
職
業
訓

練
受
講
可
能
時
間
の
算
定
に
考
慮
さ

れ
る
（
加
算
対
象
と
な
る
）。
逆
に
、

失
業
期
間
中
に
対
し
て
は
加
算
さ
れ

な
い
。
ま
た
、
民
間
部
門
の
雇
用
労

働
者
に
だ
け
加
算
さ
れ
、
自
営
業
者

や
公
務
員（
11
）に
は
、
職
業
訓
練
個

人
口
座
が
開
設
さ
れ
る
も
の
の
、
職

業
訓
練
受
講
可
能
時
間
は
加
算
さ
れ

な
い
。
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
場
合
、

年
間
二
四
時
間
が
加
算
さ
れ
一
二
〇

時
間
に
達
す
る
ま
で
蓄
積
さ
れ
る
。

そ
の
後
は
、
年
間
一
二
時
間
が
一
五

〇
時
間
に
達
す
る
ま
で
加
算
さ
れ
る

（
12
）。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
は
、

労
働
時
間
に
比
例
し
て
加
算
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
約

半
分
の
労
働
時
間
の
場
合
、
年
間
一

二
時
間
が
加
算
さ
れ
る
が
、
上
限
は

同
じ
く
一
五
〇
時
間
で
あ
る
。
企
業

別
又
は
産
業
別
の
労
使
協
約
で
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
加
算
時
間

を
増
加
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

一
五
〇
時
間
の
上
限
が
設
定
さ
れ
て

い
る
た
め
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と

し
て
八
年
間
就
労
す
れ
ば
、
上
限
に

達
す
る
。
こ
の
上
限
に
よ
っ
て
職
業

訓
練
の
受
講
を
促
す
か
た
ち
を
と
っ

て
い
る（
13
）。

　

な
お
、
一
四
年
一
二
月
三
一
日
時

点
で
、
Ｄ
Ｉ
Ｆ
に
蓄
積
さ
れ
た
残
高

（
職
業
訓
練
受
講
可
能
時
間
）
は
、

Ｃ
Ｐ
Ｆ
へ
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
動
的
に
は
移
行
さ
れ
な
い
が
、
公

式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
蓄
積
残
高

（
時
間
）
を
申
告
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
移
行
で
き
る（
14
）。

勤
務
時
間
外
の
場
合
は 

雇
用
主
の
許
可
不
要
に

　

Ｃ
Ｐ
Ｆ
に
蓄
積
さ
れ
た
職
業
訓
練

受
講
可
能
時
間
は
、
希
望
す
る
職
業

訓
練
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
充
て
ら

れ
る
。
就
業
者
で
も
求
職
者
で
も
利

用
で
き
、
求
職
者
の
場
合
、
公
共
職

業
安
定
所
へ
の
登
録
も
必
要
で
は
な

い
。
Ｃ
Ｐ
Ｆ
の
対
象
と
な
る
職
業
訓

練
は
、
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
調

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

職
業
訓
練
を
希
望
す
る
者
の
状
況

（
就
業
者
か
失
業
者
か
）、
産
業
や

職
種
、
希
望
す
る
場
所
（
地
方
圏
単

位
）、キ
ー
ワ
ー
ド
な
ど
を
入
力
の
上
、

検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る（
15
）。
こ

の
制
度
の
適
用
に
な
る
職
業
訓
練
は
、

国
及
び
地
方
圏
レ
ベ
ル
に
お
け
る
労

使
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
一
五
年
一

月
の
時
点
で
お
よ
そ
七
五
〇
〇
に

上
っ
て
い
る
。

　

就
業
時
間
内
に
職
業
訓
練
を
受
け

る
場
合
、
雇
用
主
の
同
意
を
得
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
賃
金

は
完
全
に
維
持
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

雇
用
主
は
従
業
員
の
職
業
訓
練
に
つ

い
て
、
Ｃ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
を
強
制
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
就
業
時

間
外
に
職
業
訓
練
を
受
け
る
場
合
は
、

職
業
訓
練
を
受
講
す
る
旨
を
雇
用
主

に
申
告
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
、

職
業
訓
練
の
受
講
時
間
に
対
す
る
手

当
等
は
支
払
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

雇
用
労
働
者
の
意
思
に
基
づ
き
、
Ｃ

Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
た
職
業
訓
練
の
手
続

き
が
進
め
ら
れ
る
。

　

も
し
、
個
人
の
口
座
に
蓄
積
さ
れ

た
職
業
訓
練
受
講
可
能
時
間
が
、
希

望
す
る
職
業
訓
練
に
充
て
る
の
に
不

十
分
な
場
合
や
、
職
業
訓
練
費
用
が

上
限
を
超
え
る
場
合（
16
）、
自
己
負

担
す
る
か
、
雇
用
主
に
一
部
負
担
を

求
め
た
り
（
雇
用
労
働
者
の
場
合
）、

他
の
助
成
制
度
な
ど（
17
）も
併
用
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
Ｃ
Ｐ
Ｆ

で
利
用
し
た
職
業
訓
練
時
間
は
、
職

業
訓
練
修
了
後
に
、
引
き
落
と
さ
れ

る
。蓄

積
時
間
の
上
限
を
一
五
〇

時
間
に
引
き
上
げ
、
消
失
し

な
い
権
利
に

　

従
来
の
Ｄ
Ｉ
Ｆ
と
の
主
な
違
い
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｆ
は

一
年
以
上
同
じ
企
業
に
勤
め
た
場
合
、

年
間
二
〇
時
間
（
フ
ル
タ
イ
ム
の
雇

用
労
働
者
の
場
合
）
ま
で
、
職
業
訓

練
を
受
け
る
権
利
が
生
ま
れ
る
制
度

で
あ
っ
た
。
訓
練
時
間
は
最
高
六
年

分
（
一
二
〇
時
間
）、
累
積
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
一
二
〇
時
間

以
上
は
加
算
で
き
ず
、
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
の
場
合
、
六
年
で
そ
の
時
間

は
消
失
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

今
回
つ
く
ら
れ
た
Ｃ
Ｐ
Ｆ
は
全
て
の

労
働
者
を
対
象
と
し
て
口
座
が
開
設

さ
れ
、
毎
年
の
加
算
時
間
が
二
四
時

間
（
一
二
〇
時
間
に
達
す
る
ま
で
）

と
な
り
、
上
限
が
一
五
〇
時
間
に
引

き
上
げ
ら
れ
、
い
っ
た
ん
蓄
積
し
た

時
間
は
、
職
業
訓
練
を
受
け
な
い
限

り
減
少
し
た
り
消
失
し
た
り
し
な
い
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｆ
は
民
間
企
業
の
雇
用
労
働

者
も
公
務
員
も
区
別
さ
れ
な
い
制
度

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｐ

フ
ラ
ン
ス

職
業
訓
練
個
人
口
座
制
度
（
Ｃ
Ｐ
Ｆ
）

の
施
行
―
―
労
働
者
個
人
の
意
思
を
よ

り
尊
重
す
る
制
度
へ
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Ｆ
で
は
、
一
六
歳
以
上
の
全
て
の
国

民
（
公
務
員
を
含
む
）
に
Ｃ
Ｐ
Ｆ
が

開
設
さ
れ
る
が
、
公
務
員
に
は
職
業

訓
練
に
利
用
で
き
る
時
間
は
加
算
さ

れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
公
務
員
に

は
Ｄ
Ｉ
Ｆ
が
継
続
さ
れ
る
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｆ
の
場
合
も
、
従
業
員
の
意

思
に
基
づ
い
て
職
業
訓
練
を
受
講
す

る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

Ｄ
Ｉ
Ｆ
で
は
、
職
業
訓
練
が
勤
務
時

間
中
に
実
施
さ
れ
る
か
否
か
を
問
わ

ず
雇
用
主
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た

（
18
）。
そ
れ
に
対
し
て
、Ｃ
Ｐ
Ｆ
で
は
、

勤
務
時
間
外
に
職
業
訓
練
が
実
施
さ

れ
る
場
合
、
不
要
と
な
っ
た
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｆ
の
枠
組
み
で
の
職
業
訓
練

に
か
か
る
費
用
は
、
雇
用
主
が
負
担

し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

勤
務
時
間
外
に
職
業
訓
練
を
受
け
る

場
合
、
そ
の
時
間
に
対
し
て
、
賃
金

の
五
〇
％
相
当
額
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た（
19
）。
勤
務
時
間

内
の
場
合
は
、
そ
れ
ま
で
の
賃
金
は

維
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て

Ｃ
Ｐ
Ｆ
で
は
、
職
業
訓
練
費
は
Ｏ
Ｐ

Ｃ
Ａ
が
負
担
し（
20
）、
ま
た
、
勤
務

時
間
外
の
職
業
訓
練
に
対
す
る
賃
金

の
支
払
い
義
務
は
な
い（
21
）。

制
度
と
し
て
の 

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
立

　

Ｄ
Ｉ
Ｆ
に
も
職
場
が
変
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
権
利
を
保
持
す
る
こ
と
は

で
き
た
。
〇
九
年
の
法
改
正
で
Ｄ
Ｉ

Ｆ
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
可
能
と

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
定
の

条
件
が
必
要
で
あ
り
、
辞
職
の
場
合
、

辞
表
提
出
以
降
、
実
際
の
辞
職
ま
で

の
間
に
職
業
訓
練
受
講
に
関
し
て
雇

用
主
と
合
意
に
達
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
離
職
後
で
も
、
新
し
い

雇
用
主
の
下
で
採
用
後
二
年
以
内
で
、

か
つ
新
し
い
雇
用
主
が
同
意
し
た
場

合
に
限
り
、
以
前
の
雇
用
主
の
下
で

蓄
積
さ
れ
た
Ｄ
Ｉ
Ｆ
の
蓄
積
時
間

（
職
業
訓
練
受
講
可
能
時
間
）
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｆ
に

お
け
る
職
業
訓
練
受
講
可
能
時
間
の

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
事
実
上
、
制

限
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｆ
で
は

い
っ
た
ん
蓄
積
さ
れ
た
時
間
は
、
雇

用
主
の
変
更
な
ど
の
状
況
が
変
わ
っ

た
と
し
て
も
維
持
さ
れ
、
利
用
し
な

い
限
り
永
久
的
に
消
失
し
な
い
（
図

表
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｐ
Ｆ
は
よ
り
個

人
の
意
思
を
尊
重
す
る
内
容
に
な
っ

て
お
り
、
職
業
訓
練
受
講
可
能
時
間

を
よ
り
多
く
蓄
積
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
し
か
も
そ
れ
が
永
久
的
に
失
効

し
な
い
と
い
う
点
で
充
実
し
た
制
度

に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
Ｐ

Ｆ
で
は
勤
務
時
間
外
に
職
業
訓
練
を

受
け
た
場
合
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な

く
な
る
な
ど
、
労
働
者
に
と
っ
て
不

利
に
な
っ
た
点
も
み
ら
れ
る
。

［
注
］

１　

D
roit individuel à la form

ation

２　

C
om

pte personnel de form
ation

３　

Le M
onde

紙 

二
〇
一
五
年
一
月
六
日

付
、Le Point

紙 

二
〇
一
五
年
一
月
七

日
参
照
。

４　

本
誌
二
〇
一
三
年
九
月
号
参
照
。

５　

フ
ラ
ン
ス
の
公
共
職
業
教
育
訓
練
に

つ
い
て
は
本
誌
二
〇
〇
九
年
七
月
号
を

参
照
さ
れ
た
い
。

６　

総
額
人
件
費
の
一
定
割
合
（
に
相
当

す
る
額
）
を
、
職
業
訓
練
お
よ
び
職
能

評
価
に
支
出
す
る
こ
と
が
企
業
に
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
割
合
は
、
企

業
規
模
に
よ
り
異
な
り
、
従
業
員
数
一

〇
人
未
満
の
企
業
で
は
〇
・
五
五
％ （
二

〇
一
五
年
よ
り
）、
一
〇
人
以
上
の
企
業

で
は
一
・
〇
〇
％
（
同
）
と
な
っ
て
い
る
。

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
職
業
訓
練
費
の

一
部
ま
た
は
全
額
は
、
労
使
間
で
設
立

さ
れ
国
の
認
可
を
受
け
た
機
関
（
Ｏ
Ｐ

Ｃ

Ａ

：

organism
es paritaires 

collecteurs agréés

）
に
よ
っ
て
徴
収
さ

れ
る
。
そ
の
際
、
企
業
が
、
直
接
、
従

業
員
の
職
業
訓
練
を
行
な
っ
た
場
合
や
、

従
業
員
を
職
業
訓
練
機
関
で
職
業
訓
練

を
受
け
さ
せ
た
場
合
、
そ
れ
に
か
か
っ

た
費
用
（
研
修
費
や
教
材
費
だ
け
で
な
く
、

研
修
に
か
か
っ
た
交
通
費
や
宿
泊
費
も

含
む
）
を
差
し
引
い
た
額
が
徴
収
さ
れ
る
。

Ｏ
Ｐ
Ｃ
Ａ
で
は
、
総
額
人
件
費
の
〇
・

二
％
を
職
業
訓
練
個
人
口
座
制
度
の
枠

組
み
に
よ
る
職
業
訓
練
費
と
し
て
見
込

ん
で
い
る
。

７　

原
則
と
し
て
、
一
六
歳
以
上
。
た
だ
し
、

例
外
と
し
て
、
見
習
契
約
（contrat 

d’apprentissage

）
を
締
結
し
た
場
合
は
、

一
五
歳
以
上
が
対
象
と
な
る
。
ち
な
み
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
義
務
教
育
は
、
一
六
歳
ま

で
で
あ
る
。

８　

職
業
訓
練
個
人
口
座
は
、
公
的
医
療

保
険
（Sécurité sociale

）（
健
康
保
険
）

の
被
保
険
者
番
号
か
ら
作
成
さ
れ
る
。

９　

い
っ
た
ん
労
働
市
場
か
ら
引
退
し
た

も
の
の
、
就
労
を
再
開
し
た
者
（
公
的

年
金
を
受
給
し
な
が
ら
就
業
す
る
者
な

ど
も
含
む
）
は
、
職
業
訓
練
個
人
口
座

を
再
び
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
業
訓
練
個
人
口
座
は
、
最
初
の
労
働

市
場
か
ら
の
引
退
時
に
、
い
っ
た
ん
閉

め
ら
れ
る
が
、
再
参
入
時
に
、
口
座
が

復
活
し
、
閉
鎖
時
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た

時
間
が
、
自
動
的
に
充
填
さ
れ
る
。

10　

就
労
し
た
翌
年
の
第
１
四
半
期
（
三

月
頃
）
に
、
従
業
員
の
就
労
状
況
に
関

す
る
雇
用
主
か
ら
の
申
告
（
社
会
保
険

料
の
確
定
な
ど
の
た
め
に
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
）
を
基
に
加
算
さ
れ
る
。
雇

用
労
働
者
は
、
加
算
の
た
め
に
と
く
に

何
も
す
る
必
要
は
な
い
。

11　

公
務
員
に
対
し
て
は
、
職
業
教
育
へ

の
個
人
権
利
制
度
が
継
続
さ
れ
る
。

12　

職
業
教
育
へ
の
個
人
権
利
制
度
か
ら

移
行
し
た
時
間
数
は
、
こ
の
上
限
に
は

含
ま
れ
な
い
。
た
だ
し
、
二
〇
二
〇
年

一
二
月
末
に
は
、
こ
の
移
行
し
た
残
高

（
時
間
）
は
消
滅
す
る
。

13　

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
が
職
業
訓
練
を

受
け
な
け
れ
ば
、
八
年
後
以
降
は
、
職

業
訓
練
受
講
可
能
時
間
が
加
算
さ
れ
な

く
な
る
（
二
四
時
間
×
五
（
年
） + 

一
二

時
間
×
二
（
年
） + 

六
時
間
＝
一
五
〇
時

間
）。
逆
に
、
職
業
訓
練
を
受
け
残
高
が

減
少
す
れ
ば
、
そ
の
後
、
毎
年
、
加
算

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
職
業

訓
練
を
受
講
し
な
い
と
加
算
が
停
止
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練
の
受

講
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

14　

申
告
制
で
あ
る
が
、
こ
の
職
業
訓
練

個
人
口
座
制
度
を
利
用
し
て
職
業
訓
練

を
受
け
る
際
に
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
証
明
書
の

提
出
を
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
移

行
さ
れ
た
残
高
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二

月
三
一
日
ま
で
有
効
で
あ
る
。

15　

http://w
w

w
.m

oncom
pteform

ation.

gouv.fr/recherche_form
ations_eligibles

16　

Ｃ
Ｐ
Ｆ
の
枠
組
み
で
実
施
さ
れ
る
職

業
訓
練
で
も
、
Ｃ
Ｐ
Ｆ
が
負
担
す
る
職

業
訓
練
費
に
は
上
限
が
設
定
さ
れ
て
い

る
（
具
体
的
な
上
限
額
は
不
明
）。

17　

と
く
に
、
一
六
歳
以
上
二
五
歳
以
下

の
若
年
者
や
求
職
者
の
場
合
、
地
方
圏

や
雇
用
局
（Pôle E

m
ploi

）
な
ど
に
、

職
業
訓
練
費
の
一
部
の
負
担
を
申
請
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

18　

雇
用
主
の
同
意
が
あ
る
場
合
、
必
ず

し
も
業
務
に
関
係
す
る
職
業
訓
練
に
限

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

19　

た
と
え
ば
、
時
間
給
一
〇
ユ
ー
ロ
の

雇
用
労
働
者
が
、
勤
務
時
間
外
に
職
業

教
育
へ
の
個
人
権
利
制
度
に
基
づ
い
て

職
業
訓
練
を
二
〇
時
間
受
け
た
場
合
、

雇
用
主
は
、
一
〇
ユ
ー
ロ
×
〇
・
五
×

二
〇
時
間
＝
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
支
払
わ

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

20　

既
述
の
よ
う
に
、
Ｏ
Ｐ
Ｃ
Ａ
は
雇
用

主
の
拠
出
金
を
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ

て
い
る
。

21　

勤
務
時
間
内
に
職
業
訓
練
が
実
施
さ

れ
る
場
合
は
賃
金
は
維
持
さ
れ
る
。

【
参
考
資
料
】

職
業
訓
練
個
人
口
座
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
：http://w

w
w

.m
oncom

pteform
ation.

gouv.fr/

雇
用
安
定
化
法
に
つ
い
て
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
：http://w

w
w

.em
ploi.gouv.fr/

dispositif/com
pte-personnel-form

ation-
cpf

C
om

pte personnel de form
ation : 27 500 

inscrits en deux jours, L
e M

onde, 6 
janvier 2015

C
om

pte personnel de form
ation : déjà 27 

500 inscrits, Le Point, 7 janvier 2015

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇

一
五
年
三
月
一
八
日
）

（
国
際
研
究
部
）

図表　CPF と DIF の主な相違点

資料出所： フランス政府公表資料等より作成

CPF DIF
年単位の蓄積時間 24時間 20時間
蓄積時間の上限 150時間 120時間
権利の消失 消失しない 一定の年月を経ると消失
雇用主の同意 就業時間外では不要 就業時間内外問わず必要
費用負担 OPCAの負担 雇用主負担
就業時間外の訓練に対
する賃金の支払い

雇用主による負担義務無し 雇用主による50％の負担

職場間移動の権利保持
（ポータビリティ）

制限なし 制限あり
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政
府
は
近
年
、
低
所
得
層
の
収
入

増
加
、
中
所
得
層
の
拡
大
、
富
裕
層

の
収
入
抑
制
な
ど
の
所
得
分
配
制
度

改
革
に
注
力
し
て
い
る
。
二
〇
一
三

年
に
「
所
得
分
配
制
度
の
改
革
の
深

化
に
関
す
る
若
干
の
意
見
」
を
発
表

し
、
二
〇
年
ま
で
に
都
市
部
と
農
村

部
の
個
人
所
得
を
倍
増
さ
せ
る
目
標

を
掲
げ
た
。
所
得
分
配
の
格
差
縮
小
、

秩
序
の
改
善
お
よ
び
分
配
構
造
の
合

理
化
を
め
ざ
し
て
い
る
。

所
得
格
差
縮
小
の
た
め
の
政
策

　

政
府
は
、
い
く
つ
か
の
所
得
格
差

縮
小
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。

　

第
一
は
、
低
所
得
者
層
の
収
入
増

加
に
向
け
た
政
策
で
あ
る
。
政
府
は

一
一
年
、「
就
職
の
促
進
に
関
す
る
計

画
（
二
〇
一
一
～
一
五
）」
を
発
表
し
、

一
五
年
ま
で
の
五
年
間
の
最
低
賃
金

の
年
平
均
上
昇
率
を
一
三
％
以
上
に

し
、
各
地
域
の
最
低
賃
金
水
準
を
当

該
地
域
の
都
市
部
従
業
員
の
平
均
賃

金
の
四
〇
％
以
上
に
引
き
上
げ
る
目

標
を
掲
げ
た
。
そ
の
結
果
、
最
低
賃

金
上
昇
率
は
、
一
一
年
二
二
％
、
一

二
年
二
〇
・
二
％
、
一
三
年
一
七
％
、

一
四
年
一
四
・
二
％
と
な
っ
た
。
各

地
域
の
都
市
部
従
業
員
の
平
均
賃
金

に
占
め
る
最
低
賃
金
の
割
合
は
、
持

続
的
な
上
昇
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　

国
務
院
は
一
四
年
二
月
、
所
得
格

差
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
戸

籍
制
度
に
関
し
、『
統
合
し
た
都
市･

農
村
住
民
基
本
年
金
制
度
を
建
設
す

る
こ
と
に
関
す
る
国
務
院
の
意
見
』

を
発
表
し
た
。
都
市
部
と
農
村
部
の

住
民
基
本
年
金
を
統
合
し
た
後
の
年

金
の
適
用
範
囲
や
財
源
、
基
金
運
用

等
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
が
含
ま
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
二
月
二
四

日
、
住
民
年
金
と
都
市
従
業
員
年
金

と
の
相
互
切
り
替
え
を
円
滑
に
す
る

た
め
の
法
規
制
と
し
て
、『
都
市
・
農

村
間
の
年
金
制
度
の
移
動
暫
定
方

法
』
を
公
表
し
た
。
そ
の
他
、
同
年

二
月
末
に
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
も

の
分
野
に
分
か
れ
て
い
た
社
会
扶
助

に
関
す
る
制
度
を
一
つ
の
規
則
に
統

合
し
、
最
低
生
活
保
障
、
特
別
困
難

者
扶
助
、
自
然
災
害
扶
助
、
医
療
扶

助
、
教
育
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
就
職

扶
助
、
臨
時
扶
助
の
各
種
社
会
扶
助

制
度
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
社
会
救

助
暫
定
方
法
」
を
発
表
し
た
。

　

第
二
は
、
中
所
得
層
の
拡
大
に
向

け
た
政
策
で
あ
る
。
政
府
は
、
一
五

年
ま
で
一
〇
年
続
け
て
民
間
企
業
の

定
年
退
職
者
の
公
的
年
金
給
付
額
を

毎
年
約
一
〇
％
引
き
上
げ
、
一
四
年

に
は
月
額
二
〇
七
〇
元
と
し
た
。
他

方
、
公
務
員
や
政
府
系
事
業
組
織
従

業
員
と
民
間
企
業
従
業
員
の
所
得
格

差
を
縮
小
さ
せ
る
た
め
、
国
務
院
は

一
四
年
五
月
に
「
事
業
単
位(

政
府

系
事
業
組
織)

人
事
管
理
条
例
」
を

発
表
し
、
政
府
系
事
業
組
織
と
民
間

企
業
で
異
な
る
年
金
制
度
を
一
元
化

す
る
方
針
を
示
し
た
。

　

第
三
は
、
富
裕
層
の
収
入
抑
制
に

向
け
た
政
策
で
あ
る
。
中
国
の
高
所

得
層
は
現
在
、
主
に
独
占
・
寡
占
業

界
や
国
有
企
業
に
集
中
し
て
い
る
。

一
部
の
業
界
や
企
業
、
と
く
に
独
占

業
界
の
大
手
国
有
企
業
で
は
、
隠
れ

た
手
厚
い
福
利
厚
生
や
所
得
以
外
の

「
グ
レ
ー
所
得
」
が
存
在
し
、
従
業

員
の
所
得
、
特
に
管
理
職
層
の
所
得

は
民
間
企
業
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
。

そ
の
抑
制
の
た
め
、「
中
央
管
理
企
業

責
任
者
の
給
与
制
度
改
革
方
案
」
を

二
〇
一
五
年
一
月
か
ら
施
行
し
、
中

央
管
理
企
業
の
主
要
責
任
者
の
給
与

制
度
の
調
整
や
給
与
情
報
公
開
制
度

の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
る
。

格
差
は
縮
小
、
乏
し
い
実
感

　

一
四
年
の
全
国
住
民
の
一
人
あ
た

り
可
処
分
所
得
は
二
万
一
六
七
元
で

前
年
比
名
目
一
〇
・
一
％
、
実
質
八
・

〇
％
増
加
し
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
（
七
・

四
％
）
を
上
回
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

都
市
部
住
民
の
一
人
あ
た
り
可
処
分

所
得
は
二
万
八
八
四
四
元
で
前
年
比

名
目
九
・
〇
％
、
実
質
六
・
八
％
増

加
し
た
。
農
村
住
民
の
一
人
あ
た
り

純
所
得
は
九
八
九
二
元
で
前
年
比
名

目
一
一
・
二
％
、
実
質
九
・
二
％
増

加
し
た
。
一
九
八
五
年
以
降
、
農
村

部
の
年
間
一
人
あ
た
り
純
所
得
と
都

市
部
の
年
間
一
人
あ
た
り
可
処
分
所

得
の
格
差
が
拡
大
し
続
け
、
〇
七
年

に
は
三
・
三
三
倍
と
な
っ
た
。
一
一

年
以
降
、
格
差
拡
大
を
抑
え
る
た
め

の
政
策
が
実
施
さ
れ
、
格
差
は
縮
小

傾
向
を
示
し
て
い
る
（
図
１
）。
一

四
年
の
全
国
住
民
所
得
の
ジ
ニ
係
数

は
〇
・
四
六
九
で
、
〇
四
年
以
来
の

最
低
値
を
記
録
し
た
（
図
２
）。

　

こ
こ
数
年
、
低
所
得
者
の
所
得
増

加
が
加
速
し
て
お
り
、
所
得
格
差
の

縮
小
が
数
字
に
も
表
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
実
際
に
生
活
水
準
が
上
が
っ

た
と
実
感
し
て
い
る
人
は
少
な
く
、

む
し
ろ
生
活
水
準
が
下
が
っ
た
と
感

じ
て
い
る
人
が
多
い
。
そ
の
原
因
と

し
て
、
住
宅
価
格
や
医
療
費
な
ど
の

継
続
的
な
上
昇
が
住
民
所
得
の
増
加

分
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
、
中
所
得
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
や

新
都
市
住
民
層
に
と
っ
て
経
済
的
重

圧
と
な
っ
て
い
る
。

　

中
国
政
府
は
、
所
得
分
配
制
度
の

改
善
を
慎
重
に
進
め
て
い
る
。
人
力

資
源
・
社
会
保
障
部
は
今
後
、
賃
金

の
範
囲
、
基
準
、
手
続
等
を
具
体
的

に
示
し
た｢

同
一
労
働
同
一
賃
金
に

関
す
る
規
定｣

、
賃
金
交
渉
制
度
の

執
行
等
の
労
働
者
権
益
保
護
に
つ
い

て
規
定
し
た
「
賃
金
支
払
条
例
」、

賃
金
の
集
団
協
議
制
度
に
つ
い
て
規

定
し
た
「
賃
金
集
団
協
議
条
例
」
を

公
表
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）

中 

国

所
得
分
配
制
度
の
改
革
に
向
け
た
取
り
組
み

図１　都市部と農村部の所得と所得格差の推移

図２　ジニ係数の推移

資料出所：「中国統計年鑑」中国統計局の発表資料より作成

資料出所：中国統計局の発表資料より作成
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二
〇
一
四
年
八
月
ま
で
の
統
計
に

よ
れ
ば
、
有
期
契
約
、
派
遣
、
下
請

け
な
ど
、
非
正
規
職
と
し
て
働
く
労

働
者
は
六
〇
七
万
七
〇
〇
〇
人
で
、

賃
金
労
働
者
の
三
二
・
四
％
に
上
る
。

　

所
得
格
差
の
拡
大
・
両
極
化
と

い
っ
た
問
題
に
関
す
る
議
論
の
争
点

が
非
正
規
職
対
策
に
集
約
さ
れ
る
中

で
、
雇
用
労
働
部
は
二
〇
一
四
年
一

二
月
二
九
日
、「
非
正
規
職
総
合
対
策

案
―
―
非
正
規
職
処
遇
改
善
及
び
労

働
市
場
活
力
向
上
方
案
」
を
発
表
し

た
。
非
正
規
職
が
不
安
定
な
雇
用
形

態
に
あ
る
一
方
で
、
種
々
の
優
遇
を

受
け
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
正
規
職

―
―
こ
う
し
た
労
働
市
場
の
二
重
構

造
へ
の
総
合
的
な
対
策
と
な
り
得
る

か
注
目
さ
れ
る
。

「
非
正
規
職
総
合
対
策
案
」
の
柱

　

本
対
策
案
は
、
非
正
規
職
の
雇
用

に
関
す
る
新
た
な
ル
ー
ル
作
り
に
加

え
、
労
働
市
場
に
お
け
る
今
日
ま
で

の
規
則
・
慣
行
に
つ
い
て
も
検
討
し

て
い
く
こ
と
で
、
正
規
職
と
非
正
規

職
と
い
う
二
重
構
造
の
解
消
と
労
働

市
場
の
活
性
化
を
め
ざ
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
正
規
職
と
非
正
規
職

間
に
お
け
る
労
働
条
件
の
差
異
の
縮

小
、
非
正
規
職
の
濫
用
防
止
、
差
別

の
禁
止
―
―
と
い
っ
た
内
容
を
含
ん

で
い
る
。
以
下
に
概
要
を
抜
粋
し
て

紹
介
す
る
。

１　

雇
用
形
態
別
に
よ
る
労
働
条
件

の
改
善

　

契
約
社
員
（
期
間
制
お
よ
び
派
遣

労
働
者
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度

で
は
最
長
で
二
年
間
と
な
っ
て
い
る

契
約
期
間
を
、
三
五
歳
以
上
の
労
働

者
に
つ
い
て
は
当
人
の
希
望
が
あ
れ

ば
、
二
年
間
延
長
で
き
る
よ
う
に
し
、

合
計
で
四
年
間
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
年
間
の
勤

務
を
終
え
た
契
約
社
員
を
正
規
職
に

転
換
さ
せ
な
か
っ
た
使
用
者
は
、
延

長
期
間
中
に
支
給
し
た
賃
金
の
一

〇
％
を
離
職
手
当
と
し
て
、
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
退
職

手
当
を
受
け
取
れ
る
要
件
も
緩
和
す

る
。
現
行
で
は
、
同
一
の
企
業
に
お

い
て
「
一
年
以
上
」
働
け
ば
、
労
働

者
に
は
退
職
手
当
が
支
給
さ
れ
る
が

（
１
）、
こ
の
退
職
手
当
の
受
給
に
必

要
な
勤
務
期
間
を
「
三
カ
月
以
上
」

に
短
縮
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
退
職
手
当
は
、
離
職
手
当
と

は
別
の
も
の
で
、
四
年
の
勤
務
期
間

を
終
え
た
非
正
規
職
を
正
規
職
に
転

換
し
な
か
っ
た
使
用
者
は
、
退
職
手

当
と
は
別
に
離
職
手
当
も
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

労
働
者
派
遣
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

派
遣
可
能
な
業
種
は
三
二
業
種
に
制

限
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
、
五
五

歳
以
上
の
高
齢
者
と
高
所
得
専
門
職

に
つ
い
て
は
、
派
遣
可
能
な
業
種
を

大
幅
に
拡
大
し（
２
）、
更
に
人
手
不

足
が
深
刻
な
業
種
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
規
制
を
緩
和
し
て
い
く
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
拡
大
範
囲
に
つ
い
て

は
、
雇
用
労
働
部
は
政
労
使
で
構
成

す
る
委
員
会
に
お
い
て
検
討
を
進
め

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

非
正
規
職
の
雇
用
形
態
の
ひ
と
つ

に
特
殊
形
態
業
務
従
事
者
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ

サ
ー
車
の
運
転
手
、
保
険
外
交
員
、

バ
イ
ク
便
、
家
庭
教
師
等
、
個
人
で

仕
事
を
請
負
う
形
態
に
よ
る
働
き
方

で
あ
る
が
、
こ
の
特
殊
形
態
業
務
従

事
者
に
対
し
て
、
雇
用
保
険
、
労
災

保
険
の
加
入
を
義
務
付
け
る
と
い
う

内
容
も
本
対
策
案
に
は
含
ま
れ
て
い

る
。

２　

公
共
部
門
に
お
け
る
非
正
規
職

の
労
働
条
件
改
善

　

非
正
規
職
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、

公
共
部
門
に
民
間
部
門
を
先
導
す
る

役
割
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
反
復
的
・
持
続

的
に
契
約
さ
れ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

正
規
職
化
（
無
期
契
約
化
）
を
推
進

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

国
お
よ
び
地
方
の
公
共
機
関
、
政

府
系
の
研
究
機
関
等
に
お
い
て
、
非

正
規
職
の
雇
用
率
制
限
を
設
定
す
る

等
の
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。

３　

労
働
市
場
の
公
正
性
と
活
力
の
向
上

　

労
働
市
場
の
公
正
性
を
図
る
た
め

に
、
非
正
規
職
を
主
要
な
意
思
決
定

機
関
へ
参
加
さ
せ
る
こ
と
も
検
討
さ

れ
る
。
政
労
使
で
構
成
す
る
委
員
会

へ
の
参
加
や
、
派
遣
先
企
業
の
労
使

協
議
へ
の
派
遣
労
働
者
の
参
加
を
可

能
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

差
別
対
策
と
し
て
は
、
非
正
規
職

が
賃
金
や
福
利
厚
生
等
の
点
で
差
別

を
受
け
た
と
感
じ
た
場
合
は
、
個
人

が
労
働
委
員
会
に
そ
の
是
正
を
申
請

す
る
と
い
う
現
行
の
仕
組
み
を
、
当

事
者
個
人
に
不
利
益
が
及
ば
な
い
よ

う
、
労
働
組
合
が
代
わ
っ
て
申
請
で

き
る
よ
う
に
す
る
改
善
案
も
含
ま
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
企
業
に
対
す
る
正
規
職
の

採
用
支
援
と
正
規
職
へ
の
転
換
支
援

に
関
す
る
対
策
に
加
え
、
正
規
職
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
改
正
案
も
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
労
働

時
間
の
短
縮
化
・
柔
軟
化
や
、年
功
給

中
心
の
賃
金
体
系
か
ら
、
職
務
成
果

を
反
映
し
た
賃
金
体
系
へ
の
改
編
等

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
正
規
職
の
雇
用
終
了
に

関
し
て
も
、
明
確
で
合
理
的
な
基
準

を
設
定
し
て
い
く
と
い
う
内
容
も
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
過
度

に
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も

あ
っ
た
正
規
職
の
解
雇
に
関
し
て
、

よ
り
明
確
な
基
準
を
整
備
し
て
い
く

方
針
も
示
し
て
い
る
。
現
行
制
度
で

は
正
規
職
の
解
雇
に
は
「
正
当
な
理

由
」
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
が
あ
い
ま

い
な
た
め
、
紛
争
と
な
る
こ
と
も
あ

る
。
本
対
策
案
は
、
労
働
者
に
対
す

る
公
正
な
評
価
と
明
確
な
基
準
を
設

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
を

公
正
に
評
価
し
、
基
準
に
達
し
な
い

労
働
者
に
つ
い
て
は
解
雇
も
可
能
と

し
、
労
働
市
場
の
柔
軟
化
を
図
り
、

活
力
の
向
上
を
め
ざ
す
。

　

以
上
の
内
容
を
柱
と
す
る
「
非
正

規
職
総
合
対
策
案
」
は
、
経
済
社
会

発
展
労
使
政
委
員
会（
３
）に
提
出
さ

れ
、
今
後
、
そ
こ
で
議
論
が
進
め
ら

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

労
使
の
意
見

　

本
対
策
案
に
対
す
る
経
営
側
と
労

働
側
の
意
見
を
紹
介
す
る
。
韓
国
経

営
者
協
会
は
、
非
正
規
職
の
範
囲
を

過
度
に
広
げ
る
一
方
で
、
活
用
に
あ

た
っ
て
は
規
制
が
強
化
さ
れ
て
お
り
、

労
働
市
場
の
現
状
に
即
し
て
い
な
い
、

と
指
摘
す
る
。

　

一
方
、
二
大
労
組
の
意
見
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
韓
国
労
総
は
、
非

正
規
職
が
量
産
さ
れ
、
固
着
化
す
る

と
い
う
根
本
問
題
に
対
す
る
解
決
策

が
抜
け
て
お
り
、
本
質
的
な
解
決
に

は
な
り
え
な
い
、
と
批
判
す
る
。
ま

た
、
民
主
労
総
は
、
労
働
市
場
全
体

が
下
方
平
準
化
さ
れ
て
い
く
恐
れ
が

あ
る
、
と
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

［
注
］

１　

勤
労
基
準
法
お
よ
び
勤
労
者
退
職
給

与
保
障
法
。

２　

高
所
得
専
門
職
と
は
、
韓
国
標
準
職

業
分
類
大
分
類
１
お
よ
び
２
の
業
務
で
、

管
理
職
や
専
門
職
の
業
務
。
医
師
、
歯

科
医
師
等
絶
対
禁
止
業
務
を
除
き
、
こ

れ
ら
の
業
務
に
も
派
遣
可
能
な
業
務
を

拡
大
し
て
い
く
と
い
う
方
針
案
。

３　

労
働
政
策
と
そ
れ
に
関
連
す
る
産
業
、

経
済
、
社
会
政
策
等
を
協
議
す
る
社
会
対

話
機
構
。
政
労
使
と
専
門
家
の
委
員
に
よ

る
構
成
で
、
経
済
社
会
発
展
労
使
政
委
員

会
法
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て
い
る
。
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